
生駒市固定資産税及び都市計画税に係る返還金の取扱要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、固定資産税及び都市計画税（以下「固定資産税等」という｡)

に係る過誤納金のうち、地方税法（昭和２５年法律第２２６号)の規定により還

付することのできない過誤納金相当額（以下「還付不能金」という｡)とこれに

係る利息相当額（以下併せて「返還金」という。）を地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２３２条の２の規定に基づき納税者に返還することにより、納

税者の不利益を補填し、もって税負担の公平と税務行政に対する信頼を確保す

ることを目的とする。 

（返還対象者） 

第２条 返還金の支払を受けることができる者（以下「返還対象者」という｡)は、

瑕疵ある課税処分により固定資産税等を納税した者とする。ただし、次の各号

に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める者を返還対象者とする。 

(1) 返還対象者に相続人がある場合 相続人代表者 

(2) 当該固定資産が共有により納税者が複数ある場合 共有者の代表者 

（返還金の額） 

第３条 返還金は、次に掲げる額の合計額とする。 

(1) 還付不能金 

(2) 利息相当額 

２ 前項第１号の還付不能金の算定期間は、支払を決定する日の属する年度（以

下「支払開始年度」という｡)から１０年前の年度までの間とし、市が保存する

固定資産課税台帳等により算出可能な期間とする。ただし、返還対象者が所持

する領収書その他課税又は納税を証明する書類により還付不能金が確認できる

場合は、支払開始年度から２０年前の年度までの間において、還付不能金の返

還を請求することができる。 

３ 第１項第２号の利息相当額は、還付不能金の納付があった日の翌日から返還

金の支払いを決定した日までの日数に応じ、当該還付不能金に民法（明治２９

年法律第８９号）第４０４条に規定する法定利率を乗じて得た額とする。 



（返還金の請求） 

第４条 返還金の支払いを受けようとする返還対象者は、固定資産税等返還金請

求書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

（返還金の通知） 

第５条 市長は、前条の請求を受けたときは、その内容を審査し、返還金を確定

して返還金支払通知書により請求者に通知するものとする。 

（返還金の支払） 

第６条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金をその返還

対象者に支払うものとする。 

（施行の細目） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。 

附 則 

この要綱は、令和２年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年９月３０日から施行する。 

 



様式第１号（第４条関係）           

                          年  月  日 

 

固定資産税等返還金請求書 

 

生 駒 市 長 殿 

                   住所 

                   氏名             印 

 

固定資産税等について過誤納があるので生駒市固定資産税及び都市計画税に係

る返還金の取扱要綱第４条の規定に基づき返還金を請求します。 

 

１ 対象となる土地または家屋の地番 

   

２ 返還金請求の内訳 

対象年度 還付不能金（円） 利息相当額（円） 合計（円） 

    

    

    

    

    

計    

３ 振込先 

 

金融機関名  銀行 支店名等  支店 

預金種別 普通 ・ 当座 口座番号  

フリガナ     

口座名義人   


